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電気・電子分野の特許登録率   
 

 拒絶理由及び登録現況 

   

日本の2008年特許登録率50.2％ 
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2010年1月1日施行の特許要件 
審査基準 

 

   

韓国特許庁では、国際化時代を迎え、特許審査行政の明確性と
透明性を確保し、顧客の参画度を高めるべく特許要件審査基準を国
際水準まで引き上げ、2010年1月1日から施行。 
 

主な改正事項 
①請求項に記載する発明の特定方法を明確化 
②特殊な表現が含まれた請求項の取扱方法を提示 
③進歩性判断における引用発明の選択基準を明確化 
④結合発明の進歩性判断基準を設定 
⑤進歩性判断時の二次的考慮要素の参酌を明確化 
⑥数値限定・パラメータ発明の審査基準を提示  
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 進歩性判断基準 

 

   

29条①(新規性): 
産業上利用することができる発明であって、次の各号の1に該当す
るものを除いてはその発明について特許を受けることができる。 
  1.特許出願前に国内又は国外において公知又は公然に実施され
た発明 
  2.特許出願前に国内又は国外において頒布された刊行物に掲載さ
れた発明又は大統領令で定める電気通信回線を通じて公衆に利用
可能となった発明 

29条②(進歩性): 
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を
有する者が第1項各号の1に規定する発明に基づいて容易に発明す
ることができたものであるときには、その発明については第1項の規
定にかかわらず特許を受けることができない。 
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進歩性判断基準 

   

① 請求項に記載された発明を特定する。 
 
② 引用発明を特定する。 
 
③ 請求項に記載された発明と最も近い引用発明を選択し、両者を対比して 
その差異を明確にする。 
 
④ 請求項に記載された発明と引用発明との差異が認められても、引用発明 
から請求項に記載された発明に至るようになることが当業者に容易であるか 
ないかを引用発明と出願前の技術常識に照らし判断する。 
 
 
 
  
 

判断手続 
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進歩性判断基準 

   

 
 
 
 
 
 
  
 

発明に至り得る動機付けがあること 
     -引用発明の内容中の示唆 
     -課題の共通性  
     -機能・作用の共通性 
     -技術分野の関連性 

当業者の通常の創作能力の発揮に該当すること 
    -均等物による置換 
    -技術の具体的適用による単なる設計変更 
    -一部構成要素の省略 
    -単なる用途の変更・限定 
    -公知技術の一般的適用 

優れた効果  
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韓・日の進歩性判断基準の比較  

  
韓国 日本 

用語 容易 容易 

判断方法 本技術の属する分野における通
常の知識を有する者が容易に発
明することができたとき 

本技術の属する分野における通常の
知識を有する者が容易に発明するこ
とができたとき 

当業者 出願前の当該技術分野の技術
常識を保有しており、研究開発の
ための通常の手段および能力を
自由に駆使でき、出願前の技術
水準にある全てのものを入手し
て自身の知識とすることができ、
発明の課題に係る技術分野の知
識を自身の知識とすることができ
る者であって、その技術分野にお
ける専門家が有している知識を
体得している特許法上の想像の
人物 

本願発明の属する技術分野の出願
時の技術常識を有し、研究、開発の
ための通常の技術的手段を用いるこ
とができ、材料の選択や設計変更な
どの通常の創作能力を発揮でき、本
願発明の属する技術分野の出願時
の技術水準にある全てを自らの知識
とすることができる者 
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韓・日の進歩性判断基準の比較  

韓国 日本 

本技術の属
する技術分
野及び技術
水準 

比較対象発明の技術的構成が特定
の産業分野にのみ適用され得る構
成でなく、当該特許発明の産業分野
における通常の技術を有する者が特
許発明の当面の技術的問題を解決
するために格別の困難性なく利用す
ることができる構成であれば、これを
当該特許発明の進歩性を否定する
先行技術とすることができる 

「第29条第1項各号に掲げる発明」のほ
か、技術常識、その他の技術的知識
(技術的知見等)から構成される 

組み合わせ
発明 

発明に至り得る動機付けがあるか 

当業者の通常の創作能力の発揮に
該当するか 

優れた効果があるか 

引用発明との相違点が最適材料の選
択及び設計変更であるか 

組み合わせ又は置換の動機付けとなり
得るか 

有利な効果があるか 
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  韓国 日本 

有利な効果  優れた効果を有する場合、簡略に記載 相乗効果又は顕著な効果がある場合、進
歩性の判断に対する事項を具体的に提示 

二次的考慮要素  

 

発明の製品が商業的に成功した事情
又は業界から好評を得た事情又は出
願前に長い間実施していた者がいなか
ったなどの事情は、進歩性を推認する
一つの補助的資料として参考にするこ
とができる(2010年1月1日新設)  

商業的成功又はその他二次的考慮要素
は、進歩性の存在を肯定的に推認するの
に役立つ事実として参酌することができる 

韓・日の進歩性判断基準の比較 
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機能的クレームに係る発明 
  

    -特許法：「特許請求の範囲を記載するときは、保護を受けようと
する事項を明確にすることができるように、発明を特定するに必
要であると認められる構造・方法・機能・物質又はこれらの結合
関係等を記載しなければならない。」 

     -審査指針書：「これは、技術が多様化するに伴い、物(装置)の
発明について物理的な構造や具体的な手段よりはその装置の
作用や動作方法等により発明を表現することが望ましい場合が
あるので、発明が明確に特定され得るのであれば、出願人の選
択により自由に発明を記載することができるという点を明確にし
たものである。」  

    -審査段階では権利範囲を広くみて引用発明をさがして対比して
いるが、侵害訴訟段階では詳細な説明を参酌して狭く解釈する
事例が多数ある。 

  
  

  争点別判例 
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機能的クレームに係る発明 
  

    2007フ4977 <大法院2009. 7. 23宣告> 特許拒絶決定 

     名称が「音声制御方法」である出願発明の補正後の特許請求
の範囲第15項の構成1 「プレーヤの操作によりキャラクタの体型
を決定する決定手段」は、機能、性質等による用語が含まれて
いる構成であって、発明の詳細な説明や図面等明細書の他の
記載によれば、プレーヤの操作によりキャラクタの体型を選択又
は作成してキャラクタの体型を決定する構成を意味するものと
解釈されるから、比較対象発明1に開示された「キャラクタの一
覧画面表示からキャラクタを選択してキャラクタの体型を決定す
る構成」を含んでいる。 

    

  

  
  
  

  争点別判例 
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数値限定発明 
  

      -審査指針書 

     請求項に記載された発明が、限定された数値範囲内において
引用発明の効果に比べて優れた効果を有するときには、進歩性
が認められ得る。この場合の効果とは、数値限定範囲全体にお
いて充足される顕著に向上した効果を指し、数値限定の臨界的
意義の必要性については以下のとおり判断する。 

     (1)請求項に記載された発明の課題が引用発明と共通し、効果
が同質である場合には、その数値限定の臨界的意義が要求さ
れる。 

     (2)請求項に記載された発明の課題が引用発明と異なり、その
効果も異質的である場合には、数値限定を除いた両発明の構
成が同一であっても数値限定の臨界的意義を要さない。 

  争点別判例 
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数値限定発明 
      20032003フフ10001000  <<大法院大法院20052005..0101..2828宣告宣告> > 炭酸炭酸ガスガス平面溶接用平面溶接用セセ

ラミックスラミックス裏面材裏面材  

          特許登録特許登録となったとなった発明発明がが、、公知発明公知発明のの構成構成をなすをなす要素要素のの数値数値をを
限定限定することによりこれをすることによりこれを数量的数量的にに表現表現したものであるしたものである場合場合、、そそ
れがれが、、そのその技術分野技術分野におけるにおける通常通常のの知識知識をを有有するする者者がが適切適切にに
選択選択してして実施実施することができるすることができる程度程度のの単単なるなる数値限定数値限定であってであって、、
そのその限定限定されたされた数値範囲数値範囲のの内外内外においてにおいて異質的異質的又又はは顕著顕著なな作作
用効果用効果のの差異差異がが生生じないじないものであればものであれば、、そのその特許発明特許発明はは進歩進歩
性性のの要件要件をを備備えていないからえていないから無効無効とみなければならないとみなければならない。。  

  争点別判例 
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数値限定発明 
      2003フ1000 <大法院2005.01.28宣告> 炭酸ガス平面溶接用セラ

ミックス裏面材 

     酸化鉄の含量を具体的数値に限定した点以外に先行発明と構
成に差異はないが、セラミックス裏面材の酸化鉄の含量が低い
ほど溶接特性がよくなるという点はその分野の技術常識であり、
酸化鉄を少なくとも0.01%以上含む本件特許発明の効果は、酸
化鉄を含まず、酸化珪素、酸化アルミナ、酸化マグネシウムの
みからなるセラミックス裏面材に係る先行発明の実施例1が収め
る効果に比べて顕著でない。繰り返し試験を通じてその最適比
を適切に選択して実施することができる程度の数値に限定した
ものに過ぎない。 

  争点別判例 
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パラメータ発明 
    -当該分野において慣用されていないパラメータ、任意に創出さ

れたパラメータ、又は既存のパラメータを組み合わせた演算式
を含むパラメータ発明は、発明の構成要素であるパラメータその
ものが引用発明から容易に予測できないこともあるから、引用
発明の効果との差異を論ずるまでもなく進歩性のある発明とな
り得る。 

  -パラメータが引用発明から換算又は導出可能なものであれば、
そのパラメータは格別の困難性なく適宜選択することができる数
値に過ぎず、進歩性が認められない。 

 

  争点別判例 
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パラメータ発明 
  

        20012001フフ22072207  <<大法院大法院20042004..0404..2828宣告宣告> > 封止封止されたされた電気発光性電気発光性  リリ
ンン光体及光体及びそのびその製造方法製造方法  

          性質又性質又はは特性等特性等によってによって物物をを特定特定しようとするしようとする記載記載をを含含むむ出願出願
発明発明のの新規性及新規性及びび進歩性進歩性をを判断判断するにあたってするにあたって、、  そのその出願発出願発
明明のの特許請求特許請求のの範囲範囲にに記載記載されたされた性質又性質又はは特性特性がが発明発明のの内容内容
をを限定限定するする事項事項であるである以上以上、、これをこれを発明発明のの構成構成からから除除いていて刊行刊行
物物にに掲載掲載されたされた発明発明とと対比対比することはできずすることはできず、、但但しし、、刊行物刊行物にに掲掲
載載されたされた発明発明にそれとにそれと技術的技術的なな表現表現がが異異なるだけでなるだけで実質的実質的にはには
同一同一・・類似類似するする事項事項があるがある場合等場合等のようなのような事情事情があるときにがあるときに、、そそ
のの出願発明出願発明のの新規性及新規性及びび進歩性進歩性をを否定否定することができるのだけすることができるのだけ
であるである。。  

  争点別判例 



  中  央 19 

パラメータ発明 
            

  2001フ2207 <大法院2004.04.28.宣告> 封止された電気発光性 
リン光体及びその製造方法 

    リン光体粒子は、構造により特定することが困難であるだけでな
く、構造のみにより特定しようとするとき従来のリン光体粒子と技
術的に区別することが困難である。刊行物に本件出願発明の第
1項の第2構成に直接該当する構成が示されていないだけでなく、
これと同一・類似するものに換算することができる性質又は特性
や本件出願発明の詳細な説明に記載された実施例と同一・類
似する具体的実施形態が記載されてもおらず、その第2構成と
実質的に同一・類似するとみることができる事項がない。 

  争点別判例 



  中  央 20 

結合発明 
      

  請求項が複数の構成要素からなっている場合には、各構成要素
が有機的に結合した全体としての技術思想が進歩性判断の対
象となるのであって、各構成要素が独立して進歩性判断の対象
となるのではないから、その結合発明の進歩性有無を判断する
にあたって、請求項に記載された複数の構成要素を分解した後、
分解された個別構成要素が公知のものであるか否かのみを問
いただしてはならず、特有の課題解決原理に基づいて有機的に
結合された全体としての構成の困難性を問いただすべきであり、
このとき、結合された全体構成としての発明が有する特有の効
果も共に考慮しなければならない。 

  争点別判例 



  中  央 21 

結合発明 
  

          20042004フフ24992499  <<大法院大法院20042004..0909..1414宣告宣告> > 眼鏡用眼鏡用ヒンジヒンジ組立構造組立構造  

          本件第本件第11項考案項考案ははストッパーストッパーととヒンジヒンジ部下部側部下部側にに形成形成されたされたスプスプ
リングリング阻止片阻止片のの取取りり付付けけ手段手段などをなどを介介してして眼鏡用眼鏡用ヒンジヒンジ組立体組立体
のの構造及構造及びび組立工程組立工程をを単純化単純化しし、、スプリングスプリングのの安定的安定的なな作動作動をを
可能可能とするとする作用効果作用効果をを有有するようになるのにするようになるのに対対しし、、それとそれと同一同一のの
構成構成がが開示開示されていないされていない比較対象考案比較対象考案11乃至乃至44からはこれらをからはこれらを
結合結合してもしても前記前記のようなのような作用効果作用効果をを期待期待することがすることが困難困難であるである
からから、、結局結局、、本件第本件第11項考案項考案はは比較対象考案比較対象考案11乃至乃至44とと比較比較するする
ときとき、、そのその目的目的にに共通点共通点があるもののがあるものの構成構成がが異異なりなり、、そのためそのため
比較対象考案比較対象考案11乃至乃至44からはからは予測予測することがすることが困難困難であるである顕著顕著なな
作用効果作用効果がありがあり、、本件登録考案本件登録考案のの属属するする技術技術のの分野分野におけるにおける
通常通常のの知識知識をを有有するする者者がが比較対象考案比較対象考案11乃至乃至44からから本件第本件第11項項
考案考案をを容易容易にに考案考案することができないすることができない。。  

  争点別判例 



  中  央 22 

事後的考察の禁止 
          

    20072007フフ36603660  <<大法院大法院20092009..1111..1212宣告宣告> > 特許拒絶決定特許拒絶決定  

          通常通常のの技術者技術者であればそのであればその出願当時出願当時のの技術水準技術水準にに照照らしらし必然必然
的的にに本件構成要素本件構成要素44とと比較対象発明比較対象発明11、、22、、33とのとの差異差異をを克服克服してして
構成要素構成要素44をを考考ええ出出すにすに至至るであろうとのるであろうとの事情事情をを認認めるべきめるべき何何らら
のの資料資料がないがない本件本件においてにおいて、、本件出願明細書本件出願明細書にに開示開示されているされている
発明発明のの内容内容がが既既にに分分かっていることをかっていることを前提前提としてとして事後的事後的にに比較比較
対象発明対象発明11、、22、、33のの対応構成対応構成をを変更変更してして組組みみ合合わせることによっわせることによっ
てて前記構成要素前記構成要素44にに至至るとのるとの判断判断をしないをしない限限りり、、通常通常のの技術者技術者
がが比較対象発明比較対象発明11、、22、、33のの対応構成対応構成からから前記構成要素前記構成要素44をを容易容易
にに導導きき出出すことはできないというべきであるすことはできないというべきである。。  

  

  争点別判例 



  中  央 23 

商業的成功商業的成功などのなどの考慮考慮  
    

            20062006フフ30523052  <<大法院大法院20082008..55..2929宣告宣告> > 特許登録無効特許登録無効  

          特許発明特許発明のの製品製品がが商業的商業的にに成功成功したした事情又事情又はは特許発明特許発明のの出願出願
前前にに長長いい間実施間実施していたしていた者者がいなかったなどのがいなかったなどの事情事情はは進歩性進歩性をを
認認めるめる一一つのつの資料資料としてとして参考参考とすることはできるがとすることはできるが、、かかるかかる事情事情
だけでだけで進歩性進歩性がが認認められるとはいえずめられるとはいえず特許発明特許発明のの進歩性進歩性はは優優
先的先的にに明細書明細書にに記載記載されたされた内容内容、、すなわちすなわち発明発明のの目的目的、、構成及構成及
びび効果効果にに基基づいてづいて先行技術先行技術にに比比べてべて当該技術分野当該技術分野におけるにおける通通
常常のの知識知識をを有有するする者者がこれをがこれを容易容易にに発明発明することができるかすることができるか否否
かによりかにより判断判断されなければならないされなければならない。。  

  

  

  争点別判例 



  中  央 24 

ビジネス(BM) 発明 
            20052005ホホ94359435  <<特許法院特許法院20062006..77..66宣告宣告> > インターネットインターネットをを利用利用したした

知識情報提供知識情報提供サービスサービス方法方法  

          特定特定のの営業営業アイデアアイデアををオンラインオンライン上上ででコンピュータプログラムコンピュータプログラムをを
通通じてじて具現具現するする内容内容からなるからなる、、いわゆるいわゆる営業方法発明営業方法発明にに該当該当すす
るところるところ、、営業方法発明営業方法発明についてについて進歩性進歩性がが認認められるためにはめられるためには、、
営業営業にに関関するするアイデアアイデアにに既存既存のの思考思考をを越越えたえた独創性独創性がが認認めらめら
れなければならずれなければならず、、若若しくはしくは少少なくともなくともこれをこれを具現具現するためのするための具具
体的技術構成体的技術構成にに進歩性進歩性がなければならないがなければならない。。通常通常、、コンピューコンピュー
タプログラムタプログラム分野分野においてはにおいては、、特定特定のの課題課題をを解決解決するためのするためのアア
ルゴリズムルゴリズムがが開示開示されていればされていれば当業者当業者はそれはそれ以上以上のの詳細詳細なな技技
術開示術開示がなくてもがなくても残残りのりの技術上問題技術上問題をを当該分野当該分野においてにおいて常用常用ささ
れるれる論理付論理付けをけを通通じてじて容易容易にに推論推論することができるすることができる場合場合がが多多いい
ためため、、具体的技術構成具体的技術構成にに進歩性進歩性がが認認められるためにはめられるためには、、課題解課題解
決決のためののためのアルゴリズムアルゴリズムをを構成構成するする関数関数やや命令命令にに先行技術先行技術かか
らはらは見出見出すことがすことが困難困難であるである独創性独創性がが認認められなければならずめられなければならず、、
但但しし、、先行技術先行技術によりにより開示開示されたされたアルゴリズムアルゴリズムなどなど公知公知のの技術技術
構成構成をを単単にに結合結合したものだけではしたものだけでは他他のの技術分野技術分野にに比比べてべて進歩進歩
性性のの認定認定はは一層困難一層困難であるというべきであるであるというべきである。。 

  争点別判例 



  中  央 25 

ビジネス(BM) 発明 

  
            2005ホ9435 <特許法院2006.7.6宣告> インターネットを利用した

知識情報提供サービス方法 

    当業者が比較対象発明1、2から本件営業アイデア①、②を、比
較対象発明3、4から本件営業アイデア③、④を採用結合して本
件特許発明の全体アイデアに至ることに何ら困難性がないこと
を十分推断できる。したがって、本件特許発明のアイデアについ
て独創性を認めることができない。本件第1項発明の各技術構
成は周知慣用の手段または当業者が比較対象発明1、2、4に基
づいて公知となった技術構成を単に結合するか、又は若干の設
計変更を加えることだけで容易に至り得たものであるから、進歩
性がない。 

 
 

  

  争点別判例 



  中  央 26 

審査官審査官とのとの面談又面談又はは技術説明会技術説明会をを通通じてじて、、発発
明明をを十分十分にに説明説明することによってすることによって、、権利化方権利化方
策策をを講講じるじる。。  

  

韓日特許審査韓日特許審査ハイウェイハイウェイをを利用利用すればすれば、、優先優先
審査審査をを受受けることによってけることによって、、早期権利化早期権利化をを図図
るることができることができる。。    

  
  

          

  アドバイス 



  中  央 27 

中央国際法律特許事務所中央国際法律特許事務所  

TELTEL::8282--22--735735--56215621  

FACSIMILEFACSIMILE::8282--22--733733--52065206  

EMAILEMAIL::centralcentral@@cilfcilf..comcom  

          

  

御清聴いただき、ありがとうございました。 


